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栃 木 県 教 育 委 員 会 定 例 会 会 議 録 

 

令和３(2021)年９月６日(月)、栃木県教育委員会定例会を栃木県庁南別館内教育委員室

に招集した。 

                                 

１ 出席者（教育長及び委員）は次のとおりである。 

    １番（教育長）      荒 川  政 利 

    ２      番      工 藤  敬 子 

    ３      番      金 子  達 也（欠席） 

    ４      番      陣 内  雄 次 

  ５      番      板 橋  信 行 

    ６      番      鈴 木 純 美 子 

 

２ 議事に参与した職員は次のとおりである。 

    教 育 次 長      中 谷  一 彦 

    教 育 次 長          中 村  千 浩 

   総 務 課 長      阿 久 津  守 男 

    義 務 教 育 課 長      大 髙  栄 男 

    高 校 教 育 課 長      吉 田  眞 樹 

    特別支援教育室長      平 井  謙 司 

    スポーツ振興課長      大 牧   稔 

    文 化 財 課 長      山 本  訓 志 

    総 務 主 幹      小 平  知 久 

     

３ 午前10時30分、教育長及び委員４名が出席しており、委員会は成立したので、教育長

は定例会を開催する旨を告げた。 

 

４ 教育長は、本日の会議録署名委員に４番陣内委員を指名した。 

 

５ 教育長は、本日の議案等のうち、第１号議案から第７号議案及び第10号議案について

は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第７項の規定に基づき、会議を非

公開で行いたい旨を諮ったところ、全出席者の賛成により非公開とすることに決定した。 

 

６ 教育長は、報告を受ける旨を告げた。 

 

７ 報 告 

（１）令和３(2021)年度学校教育支援ボランティア感謝状贈呈について 

 教育長から説明を求められ、総務課長が説明した。 

   この報告に関して、出席者から次のような質問や意見等があった。 

 

 〔委 員〕 

・ 多くの方が学校に関わってくださる様子がうかがえて、大変嬉しいことである。

学校とボランティアをつなぐ、学校支援ボランティアコーディネーターの役割は重
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要だと思うが、現在の配置状況を教えてほしい。 

 

 〔事務局〕 

  ・ 昨年７月１日現在で６４９名が活動している。 

 

 〔委 員〕 

・ 学校支援ボランティアコーディネーターも表彰の対象としてほしい。意見である。 

 

（２）公立小学校長等の人事について 

教育長から説明を求められ、義務教育課長が説明した。 

この報告に関して、出席者から意見等はなかった。 

 

８ 教育長は、一部順番を入れ替え、審議に移る旨を告げた。 

 

９ 第８号議案 令和４(2022)年度栃木県立高等学校の生徒並びに特別支援学校の高等部

の生徒及び幼稚部の幼児の募集定員の見込みについて 

  第８号議案は、審議の結果、原案どおり可決された。 

  この議案に関して、出席者から次のとおり質問があった。 

 

 〔委 員〕 

・ 足利清風高等学校の普通科１学級増の要因は何か。 

 

 〔事務局〕 

  ・ 足利地区の中学卒業者数の増減や足利高等学校の学級減を考慮した結果、増とな

っている。 

 

10 第９号議案 令和４(2022)年度公立学校職員定期異動方針について 

  第９号議案は、審議の結果、原案どおり可決された。 

  この議案に関して、出席者から次のとおり意見があった。 

 

 〔委 員〕 

・ これから公教育でも個性ある学校づくりが行われていくと考えられるが、そのよ

うな中で、若い教員が学びたいと思う学校に異動できるようなしくみを人事異動の

選択肢として入れていくのも必要ではないかと思う。意見である。 

 

 〔委 員〕 

・ 研修に関して、大学院への入学や内地留学など、現場を離れて勉強することも大

切だと思うので、新しい学校づくりに近づいていけるような、今後の研修の在り方

を検討してほしい。意見である。 
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 〔教育長〕 

  ・ 様々な研修に参加する意欲ある者や参加してきた者などを活用できるようにして

いきたい。 

 

 〔委 員〕 

・ 大学院や経済団体での研修があると思うが、産業系ではどのようなところに派遣

されているのか。 

 

 〔事務局〕 

・ 県立学校としては、特別支援学校の職業科の教職員が県内の企業で研修しており、

具体的にはスーパー等の小売業、高齢者施設等の福祉施設や清掃関係の企業などであ

る。 

 

11 教育長は、第１号議案から第７号議案及び第10号議案については、先の決定のとおり、

非公開で報告を受ける旨を告げた。 

 

12 第１号議案 令和３(2021)年度教育委員会の点検・評価(令和２(2020)年度対象)(案)

について 

第１号議案は、審議の結果、原案どおり可決された。 

 

13 第２号議案 令和３(2021)年度教育功労者、優良学校及び優良団体の表彰について 

  第２号議案は、審議の結果、原案どおり可決された。 

 

14 第３号議案 令和３(2021)年度９月補正予算案について   

第３号議案は、審議の結果、原案どおり可決された。 

 

15 第４号議案 県有財産の取得について（県立学校教育用電子黒板） 

  第４号議案は、審議の結果、原案どおり可決された。 

 

16 第５号議案 県有財産の取得について（高等学校等教育用タブレット端末） 

  第５号議案は、審議の結果、原案どおり可決された。 

 

17 第７号議案 令和３(2021)年度とちぎ教育賞について 

  第７号議案は、審議の結果、原案どおり可決された。 

 

18 第10号議案 栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例の一部改正について 

  第10号議案は、審議の結果、原案どおり可決された。 

 

19 第６号議案 学校職員の懲戒処分について 

  第６号議案は、審議の結果、原案どおり可決された。 
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20  教育長は、以上で本日の会議を終了することを告げ、午前11時38分、閉会した。 

 


